
【機密性1情報】 様式3-4

公益
法人
の区
分

国認定、
都道府県
認定の区

分

応札・
応募者
数

スポーツくじ販売・払戻シス
テム改善対応(インボイス制
度導入に伴う各種請求書等の
様式変更)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R5.2.7
富士通株式会社官公庁事業本部
官庁第二事業部
東京都港区東新橋1-5-2

1020001071491

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
センターシステムと密に連携した大規模なシステムが
対象であり、考慮事項が多岐にわたること、また、障
害発生時の責任が不明確となる可能性があることか
ら、初期構築業者である富士通社以外が履行した場
合、著しく不利な契約となる虞があるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

16,940,000 - - - - -

庁舎移転に伴うスポーツくじ
販売・払戻システム関連の環
境構築

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R5.2.6
富士通株式会社官公庁事業本部
官庁第二事業部
東京都港区東新橋1-5-2

1020001071491

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
スポーツくじ販売・払戻システムを構成するあらゆる
機器の状態監視や処理内容の記録がネットワークを経
由してリアルタイムで行われている状況下で実施する
必要があり、運用保守業務担当者によるコントロール
が不可欠であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

19,349,000 - - - - -

スポーツくじ販売・払戻シス
テム改善対応(楽天銀行総合
振込システム更改に伴うJSC
システムの設定変更)

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R5.2.6
富士通株式会社官公庁事業本部
官庁第二事業部
東京都港区東新橋1-5-2

1020001071491

【会計規則第18条第4項:競争に付することが不利と認
められる場合】
センターシステムと密に連携した大規模なシステムが
対象であり、考慮事項が多岐にわたること、また、障
害発生時の責任が不明確となる可能性があることか
ら、初期構築業者である富士通社以外が履行した場
合、著しく不利な契約となる虞があるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

7,557,000 - - - - -

機器貸出管理システムの利用

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R5.2.6
株式会社アセットメント
東京都豊島区東池袋3-1-1サン
シャイン60 54階

9030001099137

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
条件を満たす機能を有する物品管理システムを提供し
ているのは、アセットメント社のみであるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

2,125,200 - - - - -

人事給与統合システム保守業
務等の委託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R5.2.16
スマカン株式会社
東京都品川区南大井6-26-2

8010001129689

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
当該ソフトウェアに係るプログラムの著作権について
は、開発元であり導入業者であるスマカン株式会社
（旧社名：株式会社日進サイエンティア）に帰属し、
センターはその使用権のみを有することとなっている
ため、保守業務を実施することができるのは、スマカ
ン株式会社のみである。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

5,188,400 - - - - -

日本青年館・日本スポーツ振
興センタービル警備（受付）
業務

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R5.2.8
ヒトトヒト株式会社
東京都渋谷区神宮前2-21-9

9011001017676

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
JSC専有部で実施する業務であるが、本ビルがホテ
ル・ホールを含む複合ビル・区分所有ビルであること
から、本ビルの施設全体の防犯及び利用者の安全確保
の一端を担う業務である。特に異常事態には、本ビル
警備業務と密に連携し、一体となって迅速かつ適切な
対応を行う必要があるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

18,789,155 - - - - -

スポーツ振興くじ事業におけ
る広告宣伝・広報業務（令和
5年度 スポーツ振興くじ広告
宣伝・理念広報施策の実施）

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都港区北青山2-8-35

R5.2.16
株式会社博報堂
東京都港区赤坂5-3-1

8010401024011

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
企画競争を実施し、選定した契約相手方との間で締結
した基本契約(平成29年12月15日付)及び変更契約（令
和4年12月16日付け）に基づく個別契約

5,522,000,000 5,522,000,000 100% - - - - 概算契約

トラッキング技術及びトラッ
キングシステムの開発

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.2.27
株式会社Qoncept
東京都渋谷区渋谷2-19-15

1010001200514

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
本件を実現できるのは、特徴点を精度よく安定して処
理するとともに、計算コストを低減して処理を高速化
できるアルゴリズムの特許（特許第5500400号、特許
第5500404号）を取得している、株式会社Qonceptのみ
であるため。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

22,121,000 - - - - -

落札率

再就
職の
役員
の数

公益法人の場合

備考

法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター（法人番号：5011105002256）

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公開（物品･役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）
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分

応札・
応募者
数

落札率

再就
職の
役員
の数
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備考物品役務等の名称及び数量
契約担当者等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締
結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

契約の相手方の
法人番号

随意契約によることとした業務方法書又は会計規程等
の根拠規程及び理由

予定価格
（単位：円）

契約金額
（単位：円）

総合例規データベースシステ
ムの提供及び運用保守等業務
委託

契約担当役
独立行政法人日本スポーツ振興
センター　理事長　芦立　訓
東京都新宿区霞ヶ丘町4-1

R5.2.28
株式会社クレステック
静岡県浜松市北区東三方町69

1080401001547

【会計規則第18条第4項:契約の性質又は目的が競争を
許さない場合】
センターは３００余本の例規を持ち、ここ数年大規模
な改廃作業が続いている。今も改正センター法の施行
（令和4年4月1日）、こども家庭庁の設置、ポスト東
京2020オリパラ大会関連の受託事業等の外的要因、及
び令和2年度に決定された法人の機能強化による組織
再編、事務分掌の整理等の内的要因により引き続き改
廃作業の輻輳が見込まれる。以下の①例規の改正本数
に関わらずセンター自ら公布作業が行えること②制限
なく法令改正情報等の提供を受けられること③電話、
メールによるユーザサポート機能及びサポート体制が
あることの３要件は欠かすことができない機能のため
随意契約を締結する。

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

1,848,000 - - - - -

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
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